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令和６年１月 16 日（火）、チリ共和国サンペドロ・デ・アタカマ市長が足立清掃工場に来

場されました。アタカマ市は人口に対して観光客が多く、ごみを埋め立てして処理しているが、

埋立地の確保に苦労されているとのことです。工場見学のほか、特別区のごみ処理システムに

ついて説明を受け、意見交換を行いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみクレーンの説明                      ごみバンカの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

煙突の説明                      ごみ処理について意見交換 

 
 

 

【団体見学】80 名まで(小学生)、30 名まで(その他団体) 毎週火～金曜日(祝日を除く) 

【個人見学】9 名以下のグループ又は個人 毎月第３土曜日 

【お申込み先】足立清掃工場 技術係 ☎０３－３８５９－４４７５ 

       受付時間 9:00～17:00（日曜日を除く） 

※事前申込制。見学時間は 1 時間 30 分程度。 

※足立清掃工場の感染症対策へのご協力をお願いします(アルコール消毒、マスク着用等)。 

※感染状況等を考慮し、「予告なし」に工場見学会を中止する場合がありますので、あらか

じめご了承ください。 

※４月、５月及び１０月から１２月までは、点検及び工事のため見学できません。 

 

◇ 海外（チリ共和国 Republic of Chile）からの視察 ◇ 
 

第５２号 
 

電 話 ：03（3859）4475 

FAX：03（3858）5106 

https：//www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/ 

◇工場見学会のご案内◇ 



くみちゃん 

 

 

 令和５年９月下旬から 12 月下旬までの間、定期点検補修工事（オーバーホール）を行いま

した。焼却炉や機器の点検・補修を行うにあたり、清掃や詰まりの除去等を実施しました。 

 焼却灰の中には、金属など焼却に適さないものが混ざっていました。これらは焼却炉の故障

原因となり、復旧のために多くの費用や日数がかかることがあります。 

 ごみの適切な分別が清掃工場の安全で安定的な稼働につながります。皆様のご協力をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

   

  
清掃工場のお兄さん 

 

灰搬送装置清掃前の詰まり状況(点検口正面) 

 

 

 

 
装置清掃後の内部確認 

(点検口より) 

清掃で取り除いた焼却に適さない金属類   

 

 

 

 

 
公害対策委員会の様子 

 

 

 

  
 

 

印刷物登録 

令和５年度 第１２５号 

令和６年２月２９日(木)に「足立清掃工場運営協議会 公害対策委

員会」を開催しました。委員の皆様には事前に資料を送付し、「環境

調査結果」について報告しました。 

◇足立清掃工場運営協議会 公害対策委員会を開催しました◇ 
 

◇今年も河津桜が咲きました◇ 
 

足立清掃工場運営協議会地域連合委員会様から

平成 28 年 11 月に寄贈を受けた河津桜が、工場正

門脇に植えてあります。早咲きの「河津桜」は「ソ

メイヨシノ」より濃いピンク色で、花が咲いてい

る間はまるで木全体がピンク色で覆われたように

見えます。 

今年も昨年同様、暖かい日が続いたため、咲き

始めが早く、たくさんの花を咲かせてくれました。 今年も枝いっぱいに咲きました 

◇ごみの分別について（お願い）◇ 
 

金属など 

焼却に適さないものが 

故障の原因になるんだね。 


